
阿賀野市条例第３７号  

   阿賀野市道の駅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  

 阿賀野市道の駅の設置及び管理に関する条例（令和元年阿賀野市条例第２５

号）の一部を次のように改正する。  

 第２条中「（仮称）」を削り、「下黒瀬１３６６番地」を「窪川原５５３番２」

に改める。  

   附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  


